
様式９（添付１－３） 

令和２年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 

（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 

令和２年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 

 日本語指導教室設置校担当者、関係機関、教育委員会による日本語指導教室担当者会議を中心に、

日本語指導の充実を図った。 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（１）「日本語指導教室担当者会議」を開催することで、各校の日本語指導教室運営や日本語指導について共有するとと

もに、教育委員会及び各機関からの情報提供や各校相互の情報交換を行った。 

 

（４）日本語指導が必要な児童生徒がいる学校において、日本語指導教室を設置し、特別の教育課程を編成し、日本語

指導を実施した。 

 

（５）個別の指導計画等に基づいて日本語指導と併せて教科学習の支援、また、放課後学習の希望者に対して学習支

援を行った。さらに、国による制度や考え方の違いに配慮した進路指導を行った。 

 

（６）日本語指導を必要とする外国につながりのある児童生徒に対し、国際教育の推進及び日本語指導、教科指導の支

援をする日本語指導協力者を町内小・中学校に派遣。 

 

（１０）日本語でのコミュニケーションが難しい外国につながりのある児童生徒及びその保護者の相談・指導を行うことが

できるよう、音声翻訳機を8台導入。 

 

（１２）日本語指導学級設置校における日本語指導の状況や成果を広く、町内の他の学校や住民、保護者に広報やホ

ームページにおいて周知することで、国際理解の推進を図った。 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（１）日本語指導について、関係機関等からの情報提供や各校の取組の課題と成果を共有し、日本語指導の質の向上

を図ることができた。しかし、本年度は、年間3回実施予定であった担当者会議を1回しか開催できなかったため、課

題や情報を共有することはできたが、課題解決に向けた話し合いまでは至らない部分があった。今後は、オンライ

ン会議など、会議の持ち方についても検討していく必要を感じた。 

 

（４）日本語指導の必要な児童生徒が「特別の教育課程」による日本語指導により、それぞれのペースに合わせて生活

言語、学習言語を習得することができたが、児童生徒数が多いため、日本指導教室にて指導できる時間に限りがあ

り、継続的な指導が難しい部分がある。 

 

 

（５）日本語指導の必要な児童生徒に丁寧な学習支援を行うことで、学力を向上させることができた。また、進路に関す

る情報を適切に得ることでキャリアに応じた進路に向け準備をすることができた。家庭での言語環境や進路への考

え方が大きく影響するため、家庭との連携・支援をより行っていく必要があると感じる。 



 

（６）日本語指導を必要としている児童生徒に対して、母語を使った日本語指導や日本文化の理解等の支援をすること

によって児童生徒が安心して学校生活を送り、スムーズに日本語を習得することができた。児童生徒の実態に合わ

せた派遣時間の確保、対応できていない言語の支援員の確保が課題である。 

 

（１０）日本語指導協力者による母語支援ができない児童生徒や日本語指導協力者が派遣されない時間の学習場面、

保護者との連絡・相談等において音声翻訳機を用いることで、必要なコミュニケーションをとることができた。 

音声翻訳機の台数を増加することが課題である。 

 

（１２）ホームページを活用することにより、多くの人に成果を発信することができた。普及方法や普及成果については

検討していく必要がある。 

 

日本語指導が必要な児童生徒
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４．その他（今後の取組予定等） 

 

引き続き日本語指導教室担当者会議を中心に、日本語指導の充実を図っていく。 

 

※枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 


